
佐賀市民生委員・児童委員改選要領
令和６年１２月１０日作成
第１　選任の趣旨
　民生委員・児童委員は、「社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努めるもの」とされている。
実際に、その広範にわたる多種多様な福祉活動は、地域福祉の増進に大きな成果をあげており、少子高齢社会となった今、住民から、より一層の活躍が期待されている。
このため、民生委員・児童委員の選任にあたっては、地域の住民の信頼を得て、その期待に応え得る適格者を求めることを主眼として行う必要がある。

そこで、民生委員・児童委員の選任については、地域の実情をよく把握している各地区の単位自治会及び民生委員・児童委員等で人選を行い、単位自治会等から適任者を推薦していただくこととしている。
第２　推薦にあたっての留意点
１　民生委員・児童委員として必要な要件
（１）基本的に、活発な行動力と柔軟な指導力を持っている方で、社会福祉に対する理解と熱意があり、地域の実情に精通し、活動時間に余裕のある方が前提で、次の条件を満たす候補者が望ましい。
〇年齢について
・新たな民生委員・児童委員を推薦する場合、原則として７５歳未満の方
ただし、活動に支障がなければ７５歳以上の者を選任できる。（この場合、「健康上問題ない等」の理由の記載が必要）

・現任の民生委員・児童委員を推薦する場合、原則として７５歳未満の方
ただし、地域の実情を踏まえ、これによりがたい場合は、過去の活動実績等を考慮し、７５歳以上の方を選任することができる。（７８歳以上の方を選任する場合は、理由の記載が必要）
※年齢については、令和７年１２月１日時点の年齢とする。
〇地域の実情をよく把握し、地域の住民が気軽に相談に行けるような方が望ましいため、原則その地域に２年以上の在住期間がある方
〇家庭生活が安定しており、家族の理解と協力が得られ、民生委員・児童委員活動に必要な時間（目安：１週間に１２時間以上）がとれる方で、かつ、健康である方
〇地区民生委員児童委員協議会その他関係会合、行事等に平日でも参加できる方
〇各種社会調査の記録及び報告書類の作成等の事務能力を備えている方
〇地域の民間福祉活動のリーダーとして説得力や物事を取りまとめる能力がある方
〇常に児童及び妊産婦の保護、保健その他の福祉の仕事に強く関心を持っており、児童の心理を理解して、児童にやさしく接触して指導することができ、また児童から親しみをもたれる、やさしさのある方
（２）現任の民生委員・児童委員を再度推薦する場合には、特に、次に掲げる活動実績を各地区民生委員児童委員協議会会長に確認し把握するとともに、将来にわたって積極的な活動を行うことのできる方を選任することが望ましい。（自治会長が活動実績を直接、各地区民生委員児童委員協議会会長に確認することを依頼するものではありません。）
・生活困窮者等の実態把握と援護活動の実績
・高齢者、母子福祉活動に対する熱意と実績
・児童委員としての活動実績
・関係行政機関の業務に対する協力
・各種報告書の提出状況（民生委員・児童委員活動記録等）
・地区民生委員・児童委員協議会の参加状況、その他関係諸会合や研修会等への出席状況
・地域福祉推進のための各種の事業・行事等への参加状況
２　民生委員・児童委員として不適格となる要件

次に掲げる項目に該当する方は、民生委員・児童委員として不適格者となる。
（１）民生委員・児童委員の立場や活動を政治的目的のために乱用するおそれのある方
（２）民生委員・児童委員活動上知り得た個人の秘密を漏らすおそれのある方
（特に飲酒の席等での世間話など、たとえ家族間での会話でも漏らすおそれのある方）
（３）職業又は社会的役職が極めて多忙である方
（１週間に１２時間以上の活動時間がとれない方、地区民児協定例会に毎月特別な理由なく出席できない方、その他の研修会や会議等に積極的に参加するための時間的余裕がない方）
（４）民生委員・児童委員たるにふさわしくない非行のあった方　

第３　推薦手続
１　推薦は、別に示す「民生委員・児童委員候補者推薦届兼個人調書（別紙様式１）」により行うこと。
（ただし、主任児童委員については、別に定める「佐賀市主任児童委員改選要領」に基づき提出すること。）
２　推薦書類は、単位自治会長から各校区公民館（支所管内は各支所市民サービスグループ）を経由して、市福祉総務課へ提出すること。
